
●「大田原市子育て支援券」とは？…「大田原市子育て支援券」は、大田原市内の取扱店のみで使用できる金券で、平
成 19年 10月から大田原市が発行しています。

　
●子育て支援券の仕組み…子育て支援券は、現在、額面 1,000 円券の１種類
を販売しており、どなたでも購入できます。

　子育て支援券を購入し、取扱店で使用すると、取扱店が換金する際、換金
額の１％を手数料として負担していただき、子育て支援基金に積み立てま
す。さらに市では、その１％と同額を基金に積み立てることとしています。
すなわち、子育て支援券の使用額の２％が基金に積み立てられることになります。市民の皆さんが子育て支援券を
使用するほど、基金への積み立てが増える制度となっています。

　例えば、1,000円使用すると、10円が基金に積み立てられます。市も同額を積み立てますので、基金への積み立ては、
20円になります。

●子育て支援基金の使途…基金には、平成 27 年
度末までで累計約 1,760 万円を積み立てまし
た。これまでに、１歳児の「細菌性髄膜炎」予防
のヒブワクチン接種、法定外予防接種（ロタウ
イルス胃腸炎、水痘、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎）
の接種料金の助成と、学校給食費の助成などに
活用しました。

●使用上の注意…①大田原市内の取扱店以外では使用できません。　②子育て支援券には有効期限があります。有効
期限後は、使用できなくなりますのでご注意ください。　③つり銭はでません。　④割引やプレミアムはありませ
ん。額面金額のとおりに使用できます。

●未使用のまま眠っている子育て支援券はありませんか？…子育て支援券には有効期限があります。有効期限後は使
用できなくなりますので、お手元に未使用の子育て支援券がありましたら、お早目にご使用ください。

　また、子育て支援券の前身として、「大田原市金券」がありました。この金券は、平成 18年４月から平成 19年９
月までの１年半にわたり発行したものです。額面は「500 円」です。有効期限内であれば、子育て支援券と同様に、
子育て支援券取扱店で使用できます。

子育て支援券
問商工観光課　文２階　　（２３）８７０９
　http://www.ohtawara.info/

●取扱店…平成 28 年 8月
1日現在 567 店舗です。
最新のものはこちらから⇒

●販売金額
　平成 19年 10 月に発行して以来、平成 21年度が 1億 4700 万円でピークとなりました。平成 23年 3月に東日
本大震災が発生し、復旧・復興が最優先される中で、平成 23年度は支援券の売り上げが減少しました。
　しかしながら、平成 24年度に復興支援・住宅エコポイント、平成 25年度は木材利用ポイントの商品として登録
したこともあり、平成 24年度以降年約１億円程度を販売しています。（ポイント事業は現在終了）

●子育て支援
券は、贈答用
に無料で包装
いたします⇒

平成 43年 3月 31日まで

※各券の有効期限

平成 38年 3月 31日まで 平成 36年 3月 31日まで

支援券販売店一覧（11店舗）

2016.9 10



平成 28年度

任期付職員（学芸員）の募集
●職種及び採用予定人員…任期付職員（学芸員）若干名
●採用予定年月日…平成 29 年４月１日
●予定任期…１年（人事評価の結果などを踏まえ、最長

５年まで延長が可能。延長を含め 5 年の任期満了後
は、人事評価の結果などを踏まえ、選考により正規
職員（任期の定めのない職員）となることも可能。）

●受験資格（年齢、資格など）
（１）現に学芸員の資格を有するおおむね 35 歳までの

方で、次のいずれかに該当する方
①大学（大学院）で考古学の専門教育を受け、発掘調査

の経験を有する方
②大学（大学院）で日本史・民俗学等の専門教育を受けた方

（２）次のいずれかに該当する方は、受験できません。
 ・日本国籍を有しない方
 ・成年被後見人および被保佐人の方
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでま

たはその執行を受けることがなくなるまでの方
 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法また

はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主
張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加
入した方

●勤務場所
（１）大田原市なす風土記の丘湯津上資料館・大田原市

歴史民俗資料館
（２）市史編さん担当部署
●勤務内容

（１）埋蔵文化財、歴史・民俗資料等の展示、調査・研
究に関する業務

（２）歴史資料の収集・整理、調査・研究、普及啓発等、
市史編さんに関する業務

●給与…学歴及び経歴を考慮の上、給料月額が決定さ
れます。その他、通勤手当、期末手当、勤勉手当など。

●申込受付期間…10 月３日（月）～ 10 月 21 日（金）ま
で（土日祝日を除く 8 時 30 分～ 17 時 15 分まで）

※郵送による申込の場合は 10 月 21 日（金）消印有効。
●提出書類

（１）任期付職員採用申込書（市で配付するもの）
（２）受験票（市で配付するもの）
（３）研究実績書（様式任意）（考古学または日本史・民

俗学等に関する研究論文の写し、作成図録など。
　ただし学士論文は不可）

（４）最終学歴証明書（卒業証明書、卒業証書写しなど）
（５）学芸員資格取得証明書またはこれに準ずる書類
（６）単位修得証明書またはこれに準ずる書類（考古学ま

たは日本史・民俗学の専門教育を受けたことを証明
する書類）

（７）考古学の専門教育を受けた方のみ発掘調査の経歴
が分かる書類（様式任意）

　（発掘調査報告書の作成実績がある場合はその写しなど）
※申込書、受験票にはそれぞれ写真を貼付してくださ

い。写真は、次のとおりとします
 ・申込前３ケ月以内に撮影したもの
 ・帽子をとって正面から上半身を写したもので本人と

確認できるもの
 ・縦４ｃｍ、横３ｃｍとし、２枚とも同一のもの。
●申込方法

（１）持参による申込…下記へ直接申し込み。
（２）郵送による申込
〒３２４- ８６４１　大田原市本町１丁目４番１号
大田原市役所総合政策部総務課人事係　宛
※申込書および受験票は信書に該当しますので、「郵送」

は日本郵便株式会社による信書の送達に限ります。
（封筒の表に「任期付職員申込」と朱書きで明記してく
ださい）

（３）ホームページからの申込…大田原市任期付職員（学
芸員）採用試験申込フォームに必要事項を記入し、指
定の写真データを添付の上、申し込みください。

　なお、「提出書類」のうち（２）～（７）については、
直接持参または郵送いただく必要があります。
●受験票の交付

（１）採用申込書、受験票を受付後、受験票に受験番号
を記入して交付します。ホームページから申し込ま
れた方については、申込フォーム確認後及び受験票
を受付後、受験票に受験番号を記入して交付します。

（２）交付を受けた受験票は、面接試験当日必ず持参し
てください。（選考された方のみ）

（３）郵送およびホームページによる申し込みの場合は、
受験票を折り返し送付しますので、82 円切手を貼付し
た宛先明記の返信用封筒（定型）を同封してください。

※申込書の記載事項が不備ですと、受け付けできない
場合がありますので、特に郵送による申し込みの方
は注意してください。また、必ず連絡先を明記して
ください。
●選考試験…応募書類、研究実績書などの書類選考
●面接試験…書類選考の上、選考された方を対象に面

接試験を行います。
※試験日程等の詳細は選考された方に通知します。
●応募書類の配付場所および提出場所…下記窓口
※申込書、受験票は市ホームページにも掲載しますの

で、プリントアウトして記入ください。

問申総務課　Ａ２階　　（２３）８７０２

臨時福祉給付金について
　対象となる方に、臨時福祉給付金が支給されます。
●給付対象者…平成 28 年１月１日において本市に住

民登録がされており、平成 28 年度分の住民税（均等
割）が課税されていない方。

※ただし、課税者の扶養親族の方は除きます。
●支給額…対象者１人につき３千円（１回限り）

※障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者は３万円の加算。
（ただし、高齢者向け給付金の支給を受けた方は除きます。）
●申請案内…９月 12 日から順次、支給対象者へ申請書同封

の文書を郵送します。必ず申請書をご持参ください。
●申請受付期間…９月 12 日から 12 月 12 日
●申請場所…案内文書でお知らせします。
問福祉課　東 1 階
　（２３）９１１９または 　（２３）８７０７
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